
令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者；
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡理下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】

職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：

調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号｡内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
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2 1①本府省庁②その他の機関
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2 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課
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精神及び行動の障害による長期病休者数

令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】
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2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
東京高等検察庁

0031(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課

1
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在り
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的；

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
東京地方検察庁

4 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課庶務係
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】
I
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等；

調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
横浜地方検察庁

5 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課庶務係
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者華｜ うち男性 うち女性
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号｡番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
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2 1①本府省庁②その他の機関
さいたま地方検察庁

6 1(庁名ｺｰﾄを入力）
さいたま地方検察庁事務局総務課庶務係
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数
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2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等；
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号｡内線

１
２
３

４
１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
千葉地方検察庁

7 1(庁名ｺｰﾄを入ガ）
事務局総務課庶務係

白井尚

043-221-2071 1内線r司

■
■
■
■
■
■
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７

Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実A蕊
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2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｢弓君男性｜うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
水戸地方検察庁

8 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課庶務係

大和田 洋光

029-221-2196 1内線届司
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性勢００－００’００－０
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｢亮更涯一｢弓君安涯
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号｡番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２
３

４
１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
宇都宮地方検察庁

0091(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課庶務係

H内線■■、
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性蕊－０｜刑一Ｏ－０ｌ０ｌ０ｌ０

実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数Iうち男性｜うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●鯛査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡）が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
前橋地方検察庁

10 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課人事係

本間裕子

一」内線■■■、
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 I うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数
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2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡）において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】

職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２

３
４

１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
静岡地方検察庁

11 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係

土屋典義

l内線面司054-252-5135

１
１

５
６

７
精神及び行動の障害による長期病休者数

令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

Ⅱ

1

長期病休者数
うち男性 うち女性
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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ｊ

９
９

９
９

要
２
３

４
５

不
伯

一
一

一
一

一
カ

ー
加
鋤
犯
釦
釦
入
く計

１歳く
今ロ

０
ｌ
０
ｌ
０
－
０
－
０
－
０
ｌ
０

0 0



令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡）において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
甲府地方検察庁

12 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課人事係

佐野 勝信

055-235-7231 1内線■司

１
２

３
４

５
６

７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数 一一

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｜うち男性lうち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】

職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号｡番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
長野地方検察庁

13 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係

'026-232-8191 1内線一

１
２

３
４

｜

’

５
６

７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数「弓吾勇1詞うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●關査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡）において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２

３
４

１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
新潟地方検察庁

14 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係

神田 亜以子

025-222-1521 1内線■司

１
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６

７
Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜|_延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害jを含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡）が対象となります。
【Ⅱ2について】

職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：

調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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１

’15 1記入要領の番号(1～41)から選択
|法務省

’ 2 1①本府省庁②その他の機関
大阪高等検察庁

15 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課庶務係

1

106-4796-21 00 1内線■可
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数’
長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡.)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡）が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２

３
４

１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
大阪地方検察庁

16 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課庶務係

田内線一
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１
１
０
■

５
６

７
Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 l うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数

(歳）～19

20～29

30～39

40～49

50～59

60～

合計(入力不要）

ji輪

蕊蕊 瀧識驚謹 驫鰯溌
路f舟

21 21 11 11 11 11

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数Iうち男性｜うち女性

１

９
９

９
９

要
２
３
４

５
不

帽
一

一
一

一
一
カ

ー
沁
鋤
犯
卵
釦
入
く計

ｊ歳く
今ロ

０
ｌ
０
ｌ
０
－
０
ｌ
０
ｌ
０
ｌ
０

0 0



令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●胴査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等:、
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名摩
調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２

３
４

１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
京都地方検察庁

017 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係

小川喜弘

075-441-9131 1内線＝

５
６

７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 l うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数L延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数

１

９
９

９
９

要
２

３
４
５

不
旧
一
一

一
一
一
力

一
ｍ
”
㈹
釦
帥
入
く計

ｊ歳く
今
ロ

瀞 ，6慾嗣篭謡摺 麓畳蕊 溌
■＝

蝋 鍬 翻漣 翻罐 醗函
鎚罷溺警 E緬瀞 息蕊簿 醗議

毎百 睦舟譜

溌

11 11 01 01 11 11

2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｜うち男性｜うち女性●

(歳）～19

20～29

30～39

40～49

50～59

60～

合計(入力不要）

０
ｌ
０
ｌ
０
－
０
ｌ
０
－
０
－
０

0 0



令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２

３
４

１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
神戸地方検察庁

18 1(庁名ｺｰﾄを入力）
神戸地方検察庁事務局総務課庶務係

|07836761 00 1内線＝

１
１

５
６

７
Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実入薮

ｊ

９
９

９
９

要
２

３
４

５
不

杓
一

一
一

一
一
カ

ー
加
卯
扣
卵
帥
入
く計

ｊ歳
今ロ

く

息濯症刀〆0型.握圧寺

41 31 31 21 11 11

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

１

９
９
９

９
要

２
３
４

５
不

狛
一

一
一

ゞ
一
カ

ー
加
犯
犯
卵
帥
入
く計

１歳く
今ロ

長期病休者数
うち男性 うち女性

0

0

0

0

0

0

0 0 0



令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

し

●調査目的： ‘、
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】

職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等？

調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字｡記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２
３

４
１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
奈良地方検察庁

19 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課人事係

黒井 洋志

l内線-0742-27-6821

１
１

５
６

７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性

延べ人数 実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数
0 0

0 0

0 0

0 0

O 0

oI ol
0 0 0 0 0 0

１

９
９

９
９

要
２

３
４
５

不
相
一
一

一
一
一
カ

ー
釦
釦
犯
卵
帥
入
く計

ｊ歳く
今
ロ

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数iうち男性｜うち女性

１

９
９

９
９

要
２

３
４

５
不

的
一

一
一

曾
一
カ

ー
加
鋤
佃
卵
卵
入
く計

ｊ歳く
谷口

０
－
０
ｌ
０
ｌ
０
ｌ
０
ｌ
０
－
ｐ

0 0



令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的；

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡）において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等；
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２

３
４

１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
大津地方検察庁

20 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係

内田 智

077-527-5120 1内線回司

１
１

５
６

７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延さ人数｜実人数｜延べ人数1－雲天薮

９
９

９
９

要
２

３
４
５

不
伯
一
一

一
一
一
カ

ー
加
釦
扣
釦
帥
入
く計

１歳く
今ロ

11 11 11 ’’ 01 0

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

(歳）～19

20～29

30～39

40～49

50～59

60～

合計(入力不要）

「

長期病休者数

うち男性 うち女性

0

0

0

0

0

0

0 0 0



令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等；
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号｡番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
１

２
３

４

－亜一|記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
和歌山地方検察庁

21 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係

久保悟

073-422-4161 1内線■■■、
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性蹄－００００’０’００
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数 ．

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｜うち男性｜うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●嗣査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月]日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位 ′

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
名古屋高等検察庁

22 1(庁名ｺｰﾄを入力）
名古屋高等検察庁総務課庶務係

052-951-1581 1内線「司
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｜うち男性｜うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
名古屋地方検察庁

0231(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課庶務係

影山 宜宏

052-951-1481 1内線■司
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精神及び行動の障害による長期病休者数

令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

Ⅱ

1

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
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2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
津地方検察庁

24 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課人事係

鈴木直樹

｜内線-059-228-4121
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性部０００’０’００－０

実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

(歳）～19

20～29

30～39

40～49

50～59

60～

合計(入力不要）
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●嗣査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字｡記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号｡内線

I

15-｜記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
岐阜地方検察庁

25 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課人事係

I内線面司
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数

(歳）～19

20～29

30～39

40～49

50～59

60～

合計(入力不要）
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｢誌罰壺｜うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
福井地方検察庁

26 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課人事係

広沢 耕造

077 6-28-872 1 1内線一
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性

延べ人数

0

0

0

0

0

0

0

実人数

》ｌ００－００ｌ００ｌ０

実人数 延べ人数

0

0

0

0

0

0

0

実人数

ｊ

９
９

９
９

要
２
３
４
５

不
灼

一
一

一
一

一
カ

ー
加
釦
如
卵
帥
入
く計

ｊ歳
今ロ

く ０
’
０
－
０
－
０
－
０
’
０
－
０

０
－
０
－
０
－
０
－
０
弓
０
－
０

０
－
０
｝
０
－
０
－
０
’
’
０
－
０

2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｜うち男性｜うち女性

ｊ

９
９
９

９
要

２
３
４

５
不

相
一

一
一
一
一
カ

ー
加
釦
如
釦
釦
入
く計

ｊ歳く
今ロ

０
’
０
－
０
’
０
－
０
－
０
－
０

０
》
０
’
－
０
二
０
’
’
０
’
’
０
』
０

０
ｌ
０
ｌ
０
ｌ
０
－
０
ｌ
０
ｌ
０



●

令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●爾査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等？
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号｡番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
金沢地方検察庁

27 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課

山之下里江

076-221-3161 1内線＝
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜|延べ人数｜実人数｜延べ人数|｜実人数

１

９
９

９
９

要
２

３
４
５

不
氾

一
一

一
一

一
カ

ー
加
鋤
犯
卵
釦
入
く計

１歳
今ロ

く

11 11 11 11 01 0

2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

心

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡）が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号｡番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号｡内線

I

15 I記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
富山地方検察庁

28 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課人事係

岩井耕一

｜内線-076-421-4106
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】
戸

長期病休者数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡）による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
広島高等検察庁

0291(庁名ｺｰﾄを入力）
広島高等検察庁事務局人事課

ロ計内線面一司
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性坐－０－０’００００’０
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2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｜うち男性｜うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という。）が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：

調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
広島地方検察庁

30 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局人事課人事第一係

岡崎 航一朗

’ 1内線一
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精神及び行動の障害による長期病休者数

令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

Ⅱ

1

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
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2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡）において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等？
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号｡内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
山口地方検察庁

0311(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課

小池裕美

訂内線画司
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精神及び行動の障害による長期病休者数

令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

Ⅱ

1

長期病休者数｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延壱人数｜実人数｜延べ人数｜実入藪
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合計(入力不要）
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2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●嗣査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡）が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
岡山地方検察庁

32 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課人事係

藤原 悠

086-224-565 1 1内線回可
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延さ人数|‐実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実入数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。 ノ

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
鳥取地方検察庁

33 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課

木下雅弘

l内線面司
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
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2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡）による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号｡番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
松江地方検察庁

34 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課

日野 かおり

08 52-32-6700 1内線一
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延さ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害jを含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。′
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線
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15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
福岡高等検察庁

35 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係
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同内線回司
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精神及び行動の障害による長期病休者数

令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

Ⅱ

1

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等＆
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２

３
４

１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
福岡地方検察庁

36 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係

三浦 真理

l内線一

１
１

５
６

７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数

１

９
９

９
９

要
２

３
４

５
不

灼
一

一
一

一
一
カ

ー
加
釦
扣
釦
帥
入
く計

ｊ歳
合ロ

く

盈全

71 61 61 51 11 1

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

字

【令和元年10月1日現在】

１

９
９

９
９

要
２

３
４

５
不

相
一

一
一

一
一
カ

ー
加
釦
扣
釦
釦
入
く計

ｊ歳
《ロ

く

長期病休者数Iうち男性｜うち女性うち男性 うち女性

1 1 0



令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
佐賀地方検察庁

37 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課人事係

福田匡行

｜内線ﾛ■■■、

１
２

３
４

１
１

５
６

７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数

１

９
９

９
９

要
２
３
４
５

不
帽

一
一

一
一

一
カ

ー
加
鋤
如
釦
帥
入
く計

ｊ歳
今ロ

く

副準醍2N

戸弔一

31 31 31 31 01 0

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

’
(歳）～19

20～29

30～39

40～49

50～59

60～

合計(入力不要）

長期病休者数
’ うち男性 うち女性

1.．“…＝

G白

I ●L

■■■■
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡）による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
長崎地方検察庁

38 11(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課人事係

岡野由美子

095-822-4267 11内線一

１
２

３
４ １
１

５
６

７
Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人 数

１

９
９

９
９

要
２

３
４
５

不
灼
一
一

一
一
一
力

一
ｍ
釦
⑩
釦
帥
入
く計

１歳
今ロ

く

目計霊

蝋 時"鐘

‘蝋 鍵鴬醸．~職 鑑、

蕊 黙認
』霊鯛

21 21 21 21 01 0

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

’
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調
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卵
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一
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一
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入
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く

’

長期病休者数
｢売舅程T弓君安涯うち男性 うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者；
【Ⅱ1について】

勤撫謹駕霧諦簿繍穰鴨戦鳴騏曝(霧潅詩饒辨詮鯛藻
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号｡番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
大分地方検察庁

0391(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係長

中野知弘

097-534-41 00 1内線■■■ZJ

１
２

３
４

1

1

５
６

７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性 （》００’０００－０－０

実人数

坐００－０００－０’０

実人数 延べ人数

0

0

0

0

0

0

0

実人数

(歳）～19

20～29

30～39

40～49

50～59

60～

合計(入力不要）
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０
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０
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０
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０
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０
－
０
－
－
０
－
０

■

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｜うち男性｜うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
１
２

３
４

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
熊本地方検察庁

40 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課人事係

卜|内線画司

ロ
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
日
日
凸
■

５
６

７
Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
１
２

３
４

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
鹿児島地方検察庁

0411(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係

井 上 真由美

099-226-061 1 1内線■司
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

｜
’

１要
鍋
的
柵

調
不

相
一

一
一

一
一
カ

ー
加
卯
如
卵
釦
入
く計

ｊ歳
一ロ

く

1

長期病休者数
うち男性 うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●鯛査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】

職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号｡番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
宮崎地方検察庁

42 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課

上條 夕美

0985-29-2131 1内線■司
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性

延べ人数

0
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｜うち男性｜うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

、

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】

職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２

３
４

１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
那覇地方検察庁

43 11(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課庶務係

稲福 綾乃

098-835-9200 i内線「日司

５
６

７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 l うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数 一

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等？
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

’ 15 1記入要領の番号(1～41)から選択
|法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
仙台高等検察庁

44 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課

'022-222-6153 1内線画可
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性

延べ人数

0
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
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１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
仙台地方検察庁

45 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係

我妻有子

｜ ｜内線画司
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性

延べ人数

0
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実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0
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９
９
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２

３
４
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不
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一
一

一
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一
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加
釦
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釦
卵
入
く計

ｊ歳く
今ロ

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｜うち男性｜うち女性
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入
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡）が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字｡記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
福島地方検察庁

46 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係

谷 祐子

｜内線ﾛ■■■、

１
２

３
４

５
６

７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数

ｊ

９
９

９
９

要
２
３
４
５

不
ね

一
一

一
一

一
カ

ー
沁
犯
犯
釦
帥
入
く計

１歳
今画

く

蕊燕§溌 購蕊 謬雛
R基雪 扁錘

巽彦譲謡￥
■

繍 溌蕊雛 謡溌 騨 蝿

21 21 11 11 11

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

(歳）～19

20～29

30～39

40～49

50～59

60～

合計(入力不要）

長期病休者
数’ うち男性 うち女性

I

空 一

驚蕊

1 1 0



令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】

職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
山形地方検察庁

47 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課人事係

青木 裕

023-622-5196 1内線一
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３
４ １
１

５
６

７
Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延筌人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数

ｊ

９
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数｢弓君罰雷｜うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での問｡以下同じ｡）において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等？
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字｡記号｡番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号｡番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
盛岡地方検察庁

0481(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係

高橋 亮

019-622-6195 _1内線面司
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２

３
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■
■
１
１
１
１
１
■
ｑ

５
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７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

’ 長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
|延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数

驚凝霊鰯(歳）～19

20～29

30～39

40～49

50～59

60～

合計(入力不要）

塞盈垂読 …

醒羅

’
I

司 ヨ 刺 計 列 1

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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入
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長期病休者数
｢認勇涯T死安涯うち男性 うち女性

0

0

0

0

0

0

0 0 0



令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者』という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等？
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字｡記号｡番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
秋田地方検察庁

49 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課

鈴木 健

018-862-5581 --1内線一

１
２

３
４ １
１

５
６

７
精神及び行動の障害による長期病休者数

令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

Ⅱ

1

長期病休者数
うち男性 うち女性》ｌ０００ｌ０ｌ０００

実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数

0

0
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0 0 0 0 0
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2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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長期病休者数
｢亮舅程T亮安程うち男性 うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号｡番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
青森地方検察庁

50 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課庶務係

新谷幸治

017-722-5211 1内線＝

１
２

３
４ １
１

５
６

７
精神及び行動の障害による長期病休者数

令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

Ⅱ

1

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数

１

９
９

９
９

要
２
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４
５

不
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一

一
一

一
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加
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騨霊鱗鎚騨 灘 ”錘
11 11 11 ’’ 0~’ 0

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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長期病休者数
うち男性 うち女性

0

0

0

0

0

0

0 0 0



令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２

３
４

１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
札幌高等検察庁

51 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課

落合清一郎

｜内線一

｜

’

５
６

７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性

実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数
0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数「弓吾勇壺|うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡）において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号｡番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２

３
４

１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
札幌地方検察庁

52 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局人事課人事第一係

木下 豊

'一■■■ ｜内線画司

１
１

５
６

７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
（

延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数

ｊ
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穂溌 瀞

蕊盟認X：節髄質灘？ 慰蕊爵

31 21 211 11 11 1

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま

濃鼠鯛騨1群扉1亨蕊鷆総撚繍饗醐蓋誠菱駕漂藍繍
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等；
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
函館地方検察庁

53 1(庁名ｺｰﾄを入力）
函館地方検察庁事務局総務課

増川健二

｜内線＝
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１
１

５
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７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数

１
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感蕊蕊 鴬讓溌 鱈謁勘

認蕊穆懲灘 潅蕊鍵 織
31 31 21 21 11 1

2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

(歳）～19
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60～

合計(入力不要）
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年媚1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡）による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】

職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

」

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
旭川地方検察庁

54 1(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課庶務係

H内線一
１

２
３

４
５

６
７

Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性〉ｌ０００ｌ０ｌ０００

実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数
0

0

0

0
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0 0 0 0 0
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2令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

長期病休者数Iうち男性｜うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡）が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号｡番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
釧路地方検察庁

55 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課人事係

柳沼智光

0154-41-6151 1内線■■■■同
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性酔一Ｏｌ０００ｌ０ｌ０ｌ０

実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡）による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡）が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号｡番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
高松高等検察庁

0561(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課庶務係

長田郁子

087-821-5631 1内線一
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性》ｌ００００ｌ０ｌ００

実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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長期病休者数｢弓君男性｜うち女性うち男性 うち女性
0

0

0

0

0

0

0 0 0



ｰ

令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡）において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
高松地方検察庁

57 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局人事課

浅野 和樹

087-822-5155 1内線一
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性》ｌ０ｌ０ｌ０－０ｌ０ｌ０ｌ０

実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】

１

９
９

９
９

要
２

３
４
５

不
個

一
一

一
一

一
カ

ー
釦
鉛
如
釦
叩
入
く計

ｊ歳
《画

く

長期病休者数Iうち男性｜うち女性うち男性 うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：、

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】

職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

ノ

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
徳島地方検察庁

0581(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課人事係

丸岡 寛明

088-652-5191 」内線一
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Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数
うち男性 うち女性勢０－０－００００’０

実人数 延べ人数 実人数 延べ人数 実人数
0

0
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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長期病休者数
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：
国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●鯛査対象者：
【Ⅱ1について】
一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち｢自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。
なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●鯛査票作成区分等：
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位

調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

I

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
高知地方検察庁

59 1(庁名ｺｰﾄを入力）
事務局総務課

門脇俊光

088-872-9191088-872-9191 -|内線■■■■、
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Ⅱ精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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長期病休者数
うち男性 うち女性
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令和元年度精神及び行動の障害による長期病休者数調査票

人事院職員福祉局職員福祉課

●調査目的：

国家公務員の精神及び行動の障害による長期の病気休暇や病気休職等を取得した者の実態を把握するこ
とにより､職員の円滑な職場復帰や再発防止や職員の心の健康づくりのための施策の検討に資する。

●調査対象者：
【Ⅱ1について】

一般職の国家公務員(再任用短時間勤務職員､臨時的任用職員､常勤労務者､非常勤職員､育児短時間
勤務職員の補充のための任期付職員を除く｡）のうち､令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日ま
での間｡以下同じ｡)において引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害(神経系の疾患のうち『自律神
経系の障害｣を含む｡以下同じ｡)による病気休暇､病気休職等により勤務していない職員(以下､｢長期病休
者｣という｡)が対象となります。
【Ⅱ2について】
職員で､令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害による長期病休者が対
象となります。

なお､令和元年10月1日においては引き続き1月に満たない場合でも､その後の引き続きの期間を合わせる
と1月以上の期間､勤務していない長期病休者を含みます。

●調査票作成区分等；
調査票は､人事院規則1 0-4第5条に基づく組織区分ごとに､別添の記入要領に従い作成してください。
数字･記号･番号は､すべて半角英数字で記入してください。

1

機関の情報

府省庁番号

府省庁名

調査単位
調査単位機関名

機関が識別できる任意の記号･番号

記入担当者の所属

記入担当者の氏名

連絡先電話番号･内線

１
２

３
４

１

15 1記入要領の番号(1～41)から選択
法務省

2 1①本府省庁②その他の機関
松山地方検察庁

0601(庁名ｺｰﾄを入力）
総務課人事係

檜田 陽一

089-935-6111 1内線＝

５
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７
Ⅱ 精神及び行動の障害による長期病休者数

1 令和元年度において引き続いて1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職等に
より勤務していない職員数

【令和元年度内における延べ人数及び実人数】

長期病休者数 ｜ うち男性 うち女性
延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数｜延べ人数｜実人数
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2 令和元年10月1日を含んで引き続き1月以上の期間､精神及び行動の障害のため病気休暇､病気休職
等により勤務していない職員数

【令和元年10月1日現在】
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塁期病休看数｢亮勇面うち男性 うち女性
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